
 

岡山県地域医療構想調整会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県

内の各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むように支援

する方策その他の地域医療構想の達成に必要な協議を行うため、協議の場とし

て、岡山県地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。  

 

（所掌事務） 

第２条 調整会議は、次の事項について所掌する。 

（１） 各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること。 

（２）各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること。 

（３）各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること。 

（４） 病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること。 

（５）構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること。 

（６）その他地域医療構想の達成に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 調整会議の委員は、次に掲げる者のうちから県知事が委嘱又は任命する。 

（１）各構想区域の地域医療構想調整会議の議長 

（２）岡山県医師会の代表者 

（３）岡山県病院協会の代表者 

（４）医療保険者の代表者 

（５）地域医療構想アドバイザー 

 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。また、

初回の任期のみ平成３２年２月２９日を終期とする。 

２ 任期途中で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、任期終了後であっても、新たに委員が委嘱又は任命されるまでは、そ

の職務を行うものとする。 

 

（議長及び副議長） 

第５条 調整会議に、議長及び副議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選により定め、副議長は議長が指名する。 

３  議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長に事故があるときのほか、議事の内容により議長に重大な利益又は不利

益が生じるおそれがあると委員の過半数が認める場合は、副議長がその職務を

代理する。 



 

（会議） 

第６条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２  議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を

聴くことができる。 

３  議長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、関係のある委員

のみで調整会議を開催することができる。 

４  会議は原則公開とし、患者情報や医療機関の経営に関する情報等を扱う場合

には、非公開とする。 

 

（事務局） 

第７条  調整会議の庶務を司る事務局は医療政策課に置く。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は議長

が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


